
請願受理番号１   

安全保障関連法案について徹底審議し、今国会での成立  

を行わないことを求める意見書の提出を求める請願  

（総務委員会）  

 

 ２０１４年７月１日、安倍内閣は「集団的自衛権」行使の容認、海

外での武器使用の拡大等を内容とする閣議決定を行いました。過半数

を超える国民が反対もしくは慎重にすべきだという声を押し切った決

定でした。  

 これを受けて、安倍内閣は５月１４日、安全保障関連法案について

閣議決定し、翌１５日法案を国会に提出し、今国会において成立させ

るとしています。閣議決定そのものが「違憲」無効であることはもち

ろん、国民の多数が不安を抱えている「集団的自衛権行使」容認を進

め、法案を成立させることは許されません。また、国民の大多数が法

案の内容を知らず、今国会での成立を求めていません。  

 また、安倍内閣は「イスラム国」を名乗る過激武装組織による人質

事件を機に、自衛隊派遣やアメリカなどの「空爆」支援に言及し、つ

いには「憲法改正」にも言及しています。  

 戦後７０年を迎える本年、「平和国家」日本を守るために、貴議会に

おかれましては、「安全保障関連法案について徹底審議し、今国会での

成立を行わないことを求める意見書」の国会及び内閣への提出を初め、

下記の要請内容について実現されるよう求めます。  

 

記  

１  別紙「安全保障関連法案について徹底審議し、今国会での成立を

行わないことを求める意見書」（案）を採択の上、国会、内閣に提

出されること。  

 



２  日本国憲法を生かした「平和国家」日本の実現に向け、尽力して

いただくこと。  
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